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法務省民商第１７０号

平成２７年１２月２２日

法 務 局 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局長

（ 公 印 省 略 ）

商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について（通達）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定，行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）附則第３号に掲げる規定

及び戸籍法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年法務省令第５１号）

の施行に伴い，平成１７年３月２日付け法務省民商第５００号当職通達「商業

登記等事務取扱手続準則」の一部を下記のとおり改正し，平成２８年１月１日

から実施することとしましたので，この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願

います。

記

第４７条第４項に後段として次のように加える。

， （ （ ）この場合において 基礎年金番号 国民年金法 昭和３４年法律第１４１号

第１４条に規定する基礎年金番号をいう ）及び個人番号（行政手続における。

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう ）については，これを記録し。

てはならない。

別記第２５号様式を別紙のように改める。




